
労政５５５ メールマガジンNo．133 （2025．9．10）

【目次】

１ 〔募集〕「外国人材活用セミナー～外国人材の受け入れを成功させる方法を学ぶ～」のお知らせ【高

山市】

２ 〔募集〕「市内若手社員向けセミナー『YAONA(やおな)！』」の参加事業所募集【高山市】

３ 〔周知〕育児・介護休業法が改正されました ～令和７年４月１日から段階的に施行～【厚生労働

省】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

１ 〔募集〕「外国人材活用セミナー～外国人材の受け入れを成功させる方法を学ぶ～」のお知らせ【高

山市】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

市では、外国人材の雇用や地域への定着を支援するため、【外国人材雇用支援事業補助金】や【外国人相

談窓口】の設置など、さまざまな取り組みを進めています。

本セミナーでは、事業者の皆さまの視点から、外国人材受け入れに必要な知識を学び、雇用に関する理解

を深めることができます。不安や疑問の解消にもつながる内容です。

外国人材の活用を検討している方も、すでに受け入れをしている方も、ぜひご参加ください！

■日時：令和7年 10月６日（月） 10：00～15：00（昼休憩あり）

■場所：高山市役所地下1階大会議室 又は オンライン

※グループワークが含まれるため、なるべく現地会場でご参加ください。

■内容

第１部 初めてでもわかる外国人採用の基本

（外国人材の雇用を検討している企業の経営者・担当者向け）

第２部 活躍してもらうための指導とコミュニケーションのポイント

（外国人材の雇用を検討している企業の経営者・担当者、すでに外国人材を雇用している企業の経営者・

担当者向け）

※１部のみ、2部のみの参加も可能です。

※昨年１０月３日開催の『外国人材活用セミナー』と内容が重複します。

■問い合わせ

高山市役所雇用・産業創出課

TEL 0577-35-3182
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市内の事業所に雇用された若手社員の職場への定着と、地域への誇りと愛着の醸成やスキルアップ、職場

を超えた同世代の若者の交流によるネットワークづくりを目的として、「令和７年第２回 市内若手社員

向けセミナー『YAONA(やおな)！』」を開催いたします。

対象となる若手社員をぜひ送り出してください。

■日時：令和７年１０月２４日(金) 午後１時３０分～午後８時００分

■場所：高山市民文化会館４－９

■対象者：市内事業所に勤務する就職３年目以降の２０代の方

■内容：○セミナー（午後１時３０分～午後5時００分）

「ひろがる共感！未来をつくる出会い」

・”社外同期“とつながろう-出会いと交流アクティビティ-

・地元で活躍する先輩たちとの対話

・ビジネススキルアップのためのミニ講座など

○交流会（希望者）（午後６時００分～午後８時００分）

■参加費：無料

■定員：４０名

■申込方法

次の市ホームページから１０月８日（水）までにお申し込みください。申込完了後、返信メールが届

きますので、返信メールが届いていない場合はお問い合わせください。

https://www.city.takayama.lg.jp/events/1000052/1020230.html

（上記ウェブページの「関連情報」からお申込みいただけます。）

■受講決定通知

開催の１週間前までに受講決定のご連絡をさせていただきます。

申込数が定員を上回った場合、抽選により受講者を決定させていただきます。

■問い合わせ

高山市役所雇用・産業創出課

TEL 0577-35-3182
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男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介

護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。

厚生労働省では、従業員が仕事と介護を両立できる職場環境づくりを支援するための情報をまとめた特設

サイトを公開しています。

制度の概要や企業における具体的な取組事例、両立支援に役立つツールなどが紹介されており、介護離職

の防止や人材の定着に向けた参考資料としてご活用いただけます。

▼詳細はこちら

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/ind

ex.html

【メールマガジンの配信中止・メールアドレスの変更】

配信中止や配信先のメールアドレスの変更を希望される場合は、

rousei555@city.takayama.lg.jp あてにメールでご連絡ください。

○配信停止の場合

タイトル：【配信停止】

本 文：事業所・団体名、氏名

○メールアドレス変更の場合

タイトル：【メールアドレス変更】

本 文：事業所・団体名、氏名、新・旧メールアドレス
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高山市 商工労働部 雇用・産業創出課内

高山市雇用促進協議会事務局 担当 下垣内

〒506-8555 高山市花岡町２丁目１８番地

ＴＥＬ : ０５７７-３５-３１８２（直通）

ＦＡＸ : ０５７７-３５-３１６７

E-mail : rousei555@city.takayama.lg.jp
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